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各経営審議会が市長に答申

　市水道事業経営審議会と市下水道事業等経営審議会ではそれぞれ、「簡易水道料金の格差解

消」「下水道使用料の見直し」について市長から諮問を受け、審議を重ねてきました。そして１０

月２日に審議の結果を市長に答申しましたので、その内容についてお知らせします。

　市では、今回の答申を受け、簡易水道料金および下水道使用料の改定について、１２月議会に提

案する予定です。

�
料
金
水
準
の
決
定

①
繰
入
金
の
基
準

　

簡
易
水
道
事
業
の
赤
字
分
と
し

て
一
般
会
計
か
ら
補
て
ん
さ
れ
て

い
る
基
準
外
繰
入
金
の
限
度
額
を

平
成　

年
度
決
算
額
の
６
６
０
０

１７

万
円
と
し
ま
す
。

②
料
金
回
収
率
の
決
定

　

事
業
費
試
算
最
終
年
度
（
平
成

　

年
度
）
の
料
金
回
収
率
を　

㌫

２７

８７

と
し
ま
す
。

�
老
朽
施
設
の
更
新
計
画

①
総
合
計
画
（
南
部
５
町
）

○
上
矢
作
統
合
簡
易
水
道
事
業

（
平
成　

年
ま
で
）
＝
約　

億
円

１９

１０

○
岩
村
簡
易
水
道
水
量
拡
張
事
業

（
平
成　

年
か
ら
）
＝
約
７
億
円

１９

○
山
岡
統
合
簡
易
水
道
事
業
（
平

成　

年
か
ら
）
＝
約　

億
円

２１

１１

○
明
智
統
合
簡
易
水
道
事
業
（
平

成　

年
か
ら
）
＝
約　

億
円

２３

１３

�
料
金
の
体
系

　

料
金
体
系
は
、
使
用
料
１
立
方

㍍
か
ら
加
算
す
る
基
本
料
金
制

と
し
ま
す
。
ま
た
大
口
利
用
者
に

適
正
な
原
価
を
求
め
る
逓
増
型
従

量
料
金
制
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

上
水
道
の
体
系
と
同
様
で
す
。

�
統
一
へ
の
経
過
措
置

　

統
一
料
金
へ
の
移
行
は
、
平
成

　

年
度
か
ら
行
い
、
移
行
期
間
は

１９平
成　

年
度
―　

年
度
ま
で
の
最

２３

２５

長
７
年
間
と
し
ま
す
。

�
口
径　

㍉
の
料
金
設
定

１３

　

旧
恵
那
市
域
で
は
、
口
径　

㍉
１３

と　

㍉
は
同
一
料
金
で
す
が
、
南

２０
部
５
町
で
は
、
別
料
金
と
な
っ
て

い
た
の
で
、　

㍉
の
料
金
の
約　

２０

９０

㌫
と
な
る
口
径　

㍉
の
基
本
料

１３

金
を
新
た
に
設
定
し
ま
す
。

簡
易
水
道
料
金
の
格
差
解
消

　

水
道
料
金
の
格
差
解
消
に
つ
い
て
審
議
し
て
い
る
水
道
事
業

経
営
審
議
会
第
４
回
目
が
９
月　

日
に
開
催
さ
れ
、　

月
２
日

１９

１０

に
答
申
を
受
け
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

水
道
課�
２
６
―
２
１
１
１（
内
線
１
６
２
）

□歳入・歳出予測

（総額７億７,５００万円）

▲４１年が経過した中田浄水場（山岡町）

交付税で補てん基準繰入金
２億８,２００万円地方債元

金償還金
３億８,１００万円

市税で補てん基準外繰入金
６,６００万円

水道料金収入
４億２,７００万円

地方債利
子償還金

１億４,２００万円

維持管理費
２億５,２００万円

収入支出

料
金
回
収
率　

％
８７

１００％

7　2006.10.15

簡易水道料金の格差解消について（答申）

　水道事業経営審議会では、審議

を受けて、市長に対し次のように

諮問の答申を行いました。

�簡易水道料金の格差解消につい

ては、市内統一料金により解消す

ること。

【理由】

・市内全域で持続可能な水道事業を

実施し、安定的に供給するために

は、老朽化施設を更新し、施設を再

編、再構築していく必要があり、今

後設備投資が見込まれるので、料

金改定を行う必要がある。

・大きな料金格差については、負担

の公平、財政の健全化を考慮し、適

正な料金に統一する必要がある。

�料金体系については、水使用の

多様化に対応する上水道の料金体

系を採用すること。なお、口径１３

㍉ の基本料金を特例として設ける

こと。

【理由】

・使用水量１立方㍍ から加算する

基本料金制および大口利用者に負

担を求める逓増型従量料金制を採

用している上水道の料金体系がよ

り適切である。

�利用者の急激な負担を緩和する

ため、移行期間を原則５年（平成２３

年度統一）とするが、格差の大きい

地域では、最長７年（平成２５年度

統一）とすること。

�料金改定にあたっては、市民の

理解と協力が必要であり、そのた

めに市民に十分説明していくこと。

（附帯意見）

ア．簡易水道料金は、合併時の旧

市、旧町村間の最も大きな住民負

担格差であるため、簡易水道事業

として、値上げとなる地域へ、その

必要性と使途について十分に説明

すること。

イ．旧町村の簡易水道施設は、早

期に建設されたため、老朽化が進

んでいる。新市の総合計画におい

て、水質の向上、安定供給のため、

旧町村の施設の更新を進めること。

ウ．水源地の汚染が心配される簡

易水道では、上流のより安全な水

源を確保し、安心して飲める飲料

水を供給すること。

エ．経済情勢等、市民生活に大き

な影響を及ぼすような事態発生時

には、十分市民の要望に応えられ

るよう柔軟な対応をすること。

□簡易水道料金表（案）

従量料金（円／立方㍍）
基本料金
（円／月）

口径
（㍉） 第４段階

５１立方㍍～
第３段階
２１～５０立方㍍

第２段階
１１～２０立方㍍

第１段階
１～１０立方㍍

２４３２２０１３８７９

１,１８６１３
１,３１２２０
３,４４４２５
５,６７０３０
９,３３４４０
１３,４７１５０
２７,９４０７５

※この料金表は、１カ月の料金が計算できるように換算してあります。

□現在の簡易水道料金と統一料金（案）（口径１３㍉、飯地・中野方は口径２０㍉）

平均的な使用水量

□一般家庭での料金比較

（口径１３㍉、飯地・中野方は口径２０㍉）

改定率改定後現行１カ月の料金
（２０立方㍍使用時）

△１５.０％
３,４８２円

４,０９５円飯地
△１０.４％３,８８５円中野方
３３.２％

３,３５６円

２,５２０円岩村
５３.７％２,１８４円山岡
４０.２％２,３９４円明智
△６.０％３,５７０円串原
６.５％３,１５０円上矢作

△６.０％３,５７０円下原田
※改定後の料金は、移行期間後の料金です。

　簡易水道料金の格差
解消にかかわる水道事
業経営審議会の資料は
恵那市ホームページに
掲載しています。
http://www.city.ena.
gifu.jp
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�
水
洗
化
率
の
現
状

　

平
成　

年
度
末
に
お
け
る
下
水

１７

道
事
業
区
域
内
の
人
口
は
３
万
２

７
０
６
人
、
水
洗
便
所
設
置
済
人

口
は
２
万
５
８
７
７
人
で
、
水
洗

化
率
は　

・
１
㌫
と
な
っ
て
い
ま

７９

す
。
下
水
道
の
普
及
促
進
が
健
全

経
営
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

�
平
成　

年
度
の
決
算
状
況
（
見

17

込
み
）

　

平
成　

年
度
公
共
下
水
道
事
業

１７

特
別
会
計
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
の
決
算
状
況
（
見

込
み
）
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

下
水
道
事
業
に
は
、「
雨
水
公

費
・
汚
水
私
費
」
と
い
う
原
則
が

あ
り
、
雨
水
の
処
理
費
用
は
税
に

よ
り
、
汚
水
の
処
理
費
用
は
使
用

料
に
よ
っ
て
賄
う
べ
き
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
現
状
で
は
、
使
用
料
全

額
で
賄
う
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
不
足
分
を
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
（
税
）
に
依
存
し
て
お
り
、

市
の
大
き
な
財
政
負
担
に
な
っ
て

い
ま
す
。

下
水
道
事
業
の
現
状
と
使
用
料
の
見
直
し

　

市
内
の
下
水
道
は
、
公
共
下
水
道
１
処
理
区
、
特
定
環
境
保

全
公
共
下
水
道
４
処
理
区
、
農
業
集
落
排
水
事
業
６
処
理
区
の

　

の
区
域
で
汚
水
の
浄
化
、
河
川
の
水
質
保
全
に
取
り
組
ん
で

１１い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
下
水
道
経
営
の
現
状
と
答
申
の
内
容
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課�
２
６
―
２
１
１
１
（
内
線
１
７
２
）

【公共下水道事業特別会計】

【農業集落排水事業特別会計】

□歳出の主な内容
△

総務管理費＝職員人件費、各

種業務委託料、経理事務経費　

△

維持費＝処理場運転管理費、

下水道管維持修繕費　

△

建設事

業費＝下水道管布設工事費　

△

公債費＝市債返済金（元利償還

金）

経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経

営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営

状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状

況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況

経

営

状

況

※平成１７年度決算は、
市議会（１２月議会）で
審議されます。

▲水洗化の啓発（明智町内）

9　2006.10.15

�
処
理
区
ご
と
の
経
営
指
標

　

汚
水
処
理
経
費
が
使
用
料
で
ど

の
程
度
賄
わ
れ
て
い
る
か
を
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
施
設
の
効

率
性
を
計
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
経
費
回
収
率
と
い
い
ま

す
。
処
理
区
全
体
の
経
費
回
収
率

は　

・
５
㌫
と
な
っ
て
い
ま
す
。

５１

　

合
併
協
定
に
お
い
て
、「
下
水

道
料
金
に
つ
い
て
は
健
全
経
営
を

目
指
し
速
や
か
に
調
整
す
る
」
と

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
行
の
料

金
体
系
は
、
大
井
町
・
長
島
町
・

東
野
、
岩
村
町
、
明
智
町
、
上
矢

作
町
の
４
つ
の
区
域
別
に
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
事
業
等
経
営
審
議
会
で

は
、
合
併
協
定
項
目
と
経
営
の
現

状
を
踏
ま
え
、
将
来
の
経
営
安
定

化
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
市

長
に
答
申
し
ま
し
た
。

水
洗
化
に
ご
協
力
を

　

市
で
は
、
水
洗
化
の
普
及
促

進
を
図
る
た
め
、
次
の
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

【
水
洗
便
所
等
整
備
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
、
利
子
補
給
事
業
】

　

汲
み
取
り
便
所
か
ら
水
洗
便

所
へ
改
造
す
る
際
の
工
事
費

を
、
市
が
指
定
す
る
金
融
機
関

に
融
資
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
利

子
補
給
を
行
い
ま
す
。

□
融
資
限
度
額　

２
０
０
万
円

□
利
率　

３
・
４
㌫
（
平
成　
１８

年
度
）

□
償
還
期
間　

５
年
以
内

□
利
子
補
給
金　

償
還
終
了
後

に
支
払
っ
た
利
子
額
を
市
か
ら

助
成
し
ま
す
。（
限
度
額　

万
１０

円
）

【
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助

事
業
】

　

下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
事

業
区
域
外
に
お
住
ま
い
の
方

に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

□
助
成
額　

▽
５
人
槽
＝　

万
６０

４
千
円　

▽
７
人
槽
＝　

万
１

６６

千
円
▽　

人
槽
＝　

万
９
千
円

１０

７６

　

市
で
は
、
審
議
会
か
ら
の
答
申

を
基
本
に
、
料
金
の
見
直
し
を
進

め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【用語解説】　

△

汚水処理原価＝

有収水量１立方 ㍍ あたりの汚
水処理費　

△

使用料単価＝有収
水量１立方 ㍍ あたりの使用料

△

有収水量＝使用料の徴収対象
となる水の使用量　

△

汚水処理

費＝下水道施設の維持管理に要
する経費、汚水処理のための建
設事業に要した市債の返済金

上矢作町明智町岩村町
大井町・
長島町・東野

３,４６０円３,３６０円３,０４５円３,６２０円
１カ月の使用料
（２０立方㍍使用時）

※上水道使用世帯の場合 ▲下水道事業等経営審議会の答申

下水道使用料の見直しについて（答申）

　下水道事業等経営審議会では、審議を受けて、

市長に対し次のように諮問の答申を行いました。

�下水道事業の健全な財政運営を図るため、また

住民サービスの平等性、公共料金としての公平性

に鑑み、使用者割合が最も高い大井町・長島町・

東野区域の料金体系に統一をすること。

�利用者の急激な負担を緩和するために、統一ま

での移行期間を３年間とすること。

現行料金を大井町・長島町・東野区域の料金体系に統一
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【各処理区の経営指標】


